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「
御
小
納
戸
日
記
」
に
み
る
名
古
屋
城
二
之
丸
御
庭
の
改
造

木
村  

慎
平

は
じ
め
に

（
一
）
課
題

　

名
古
屋
城
二
之
丸
御
殿
は
尾
張
徳
川
家
初
代
義
直
が
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
に

本
丸
御
殿
か
ら
移
徙
し
て
以
後
、
幕
末
に
至
る
ま
で
尾
張
徳
川
家
当
主
の
居
館
と
し

て
利
用
さ
れ
た
。
そ
の
北
側
に
隣
接
す
る
広
大
な
御
庭
も
、
義
直
の
時
代
に
設
け
ら

れ
た
と
さ
れ
る１

。
義
直
の
時
代
の
御
庭
は
、
儒
教
聖
人
を
祀
る
「
御
祠
堂
」
を
中

核
と
す
る
中
国
風
の
庭
園
で
あ
っ
た２

。

　

だ
が
、
こ
の
御
庭
は
尾
張
徳
川
家
十
代
斉
朝
の
時
代
（
藩
主
在
任
：
寛
政
十
二
年

〈
一
八
〇
〇
〉
～
文
政
十
年
〈
一
八
二
七
〉）
に
大
き
く
手
を
加
え
ら
れ
た
。
斉
朝
に

よ
る
改
造
を
経
た
御
庭
の
姿
を
描
い
た
と
さ
れ
る
の
が
、「
御
城
御
庭
絵
図
」（
名
古

屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
）
と
「
尾
二
ノ
丸
御
庭
之
図
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
築
山
や
池
の
間
を
縫
う
よ
う
に
園
路
が
通
り
、
四
季
折
々
の
樹
木
や
草
花
に

彩
ら
れ
、
随
所
に
茶
屋
が
設
け
ら
れ
た
池
泉
回
遊
式
の
広
大
な
和
風
庭
園
が
描
か
れ

て
い
る
。
義
直
の
時
代
と
斉
朝
の
時
代
に
は
百
五
十
年
以
上
の
開
き
が
あ
り
、
そ
の

間
の
変
遷
に
つ
い
て
は
史
料
が
乏
し
く
不
明
確
な
点
が
多
い
も
の
の
、
斉
朝
に
よ
る

御
庭
の
改
造
が
、
こ
の
御
庭
の
歴
史
に
お
け
る
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い

な
い
。

　

こ
の
斉
朝
に
よ
る
御
庭
の
改
造
に
つ
い
て
は
、
名
勝
名
古
屋
城
二
之
丸
庭
園３

の

整
備
に
関
連
し
て
、
近
年
「
御
城
御
庭
絵
図
」
を
は
じ
め
と
す
る
絵
図
の
調
査
と
比

較
検
討
が
進
め
ら
れ
、
二
之
丸
御
庭
に
関
連
す
る
絵
図
類
の
所
在
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に

な
っ
た４

。
ま
た
、
御
庭
改
造
後
の
利
用
実
態
に
つ
い
て
も
、
白
根
孝
胤
氏
に
よ
っ

て
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る５

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
斉
朝
に
よ
る
御
庭
の
改
造
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の

か
は
、後
年
の
編
纂
物
で
あ
る『
金
城
温
古
録
』の
記
述
を
も
と
に
推
定
す
る
の
み
で
、

必
ず
し
も
明
確
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
各
絵
図
の
位
置
づ
け
を
よ
り
明
確
に
す
る
た

め
に
も
、
御
庭
改
造
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
年
代
の
明
確
な
史
料
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に

す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
以
上
の
課
題
に
応
え
る
た
め
、
本
稿
で
は
「
御
小
納

戸
日
記
」
に
記
さ
れ
た
二
之
丸
御
庭
改
造
に
関
係
す
る
記
事
を
紹
介
し
、
そ
こ
か
ら

読
み
と
れ
る
御
庭
改
造
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
あ
わ
せ
て
御
庭
改
造
や

維
持
管
理
の
担
い
手
、
御
庭
の
利
用
実
態
に
つ
い
て
も
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。

　

な
お
、「
御
小
納
戸
日
記
」
か
ら
抜
粋
し
た
史
料
に
つ
い
て
は
、番
号
を
付
し
て
「
史

料
編
」
と
し
て
翻
刻
を
掲
載
し
た
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

（
二
）
史
料

　

本
稿
で
用
い
る
「
御
小
納
戸
日
記
」
と
は
、
藩
主
の
側
に
仕
え
て
雑
務
を
司
っ
た

尾
張
藩
の
御
小
納
戸
が
、
日
々
の
職
務
を
記
録
し
た
日
記
で
あ
る６

。
正
確
に
は
、

キ
ー
ワ
ー
ド

名
古
屋
城
二
之
丸
庭
園　

御
小
納
戸
日
記　

徳
川
斉
朝　
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藩
主
在
国
中
の
日
記
を
「
尾
州
御
小
納
戸
日
記
」、在
府
中
の
国
許
で
の
日
記
を
「
尾

州
御
留
守
日
記
」、
在
府
中
の
江
戸
で
の
日
記
を
「
江
戸
御
小
納
戸
日
記
」
と
称
し

た
が
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
「
御
小
納
戸
日
記
」
と
総
称
す
る７

。

　

現
存
す
る
な
か
で
は
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
正
月
十
三
日
か
ら
始
ま
る
「
江
戸

御
小
納
戸
日
記
」
が
最
古
で
あ
る
。「
尾
州
御
小
納
戸
日
記
」
も
元
文
四
年
五
月
四

日
か
ら
始
ま
る
冊
が
現
存
最
古
で
あ
る
。
一
方
、
現
存
す
る
最
も
新
し
い
「
御
小
納

戸
日
記
」
は
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
「
尾
州
御
小
納
戸
日
記
」
で
あ
る
。
こ

の
間
、
一
部
欠
落
は
あ
る
も
の
の
、「
御
小
納
戸
日
記
」
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
書

き
継
が
れ
て
お
り
、
通
時
的
な
分
析
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
奥
向
き
の
諸
事
を
司

る
御
小
納
戸
は
、二
之
丸
御
殿
の
奥
に
位
置
す
る
御
庭
の
管
理
に
も
関
与
し
て
お
り
、

御
庭
の
改
造
や
利
用
に
関
す
る
記
事
の
存
在
も
期
待
さ
れ
る
。

（
三
）
対
象
と
す
る
年
代

　

も
っ
と
も
、「
御
小
納
戸
日
記
」
は
膨
大
な
量
の
記
録
で
あ
る
た
め
、本
稿
で
は
「
御

小
納
戸
日
記
」
の
う
ち
文
政
元
年
前
後
の
時
期
に
限
定
し
て
検
討
し
た
い
。
斉
朝
は

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
尾
張
に
初
め
て
入
国
し
、
文
政
四
年
に
は
改
造
後
の
御

庭
で
菊
花
御
覧
を
実
施
す
る
な
ど
、
御
庭
の
整
備
が
か
な
り
の
程
度
進
ん
で
い
た
こ

と
が
判
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る８

。

　

ま
た
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
『
金
城
温
古
録
』
の
記
述
か
ら
も
、
斉
朝
に
よ
る
御

庭
の
改
造
が
文
政
初
年
前
後
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　
『
金
城
温
古
録
』
に
は
、
斉
朝
に
よ
る
御
庭
改
造
以
前
に
お
け
る
御
庭
周
辺
の
様

子
を
描
い
た
絵
図
と
し
て
、①
「
北
御
庭
古
図

９」、②
「
御
花
畠
御
構
大
体１０

」、
③
「
二

之
丸
御
殿
古
図１１

」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

①
は
、『
金
城
温
古
録
』
第
四
十
四
冊
に
掲
載
さ
れ
た
御
庭
の
概
略
図
で
あ
る
。

年
代
の
表
記
は
な
い
が
、
茶
屋
等
の
な
い
簡
素
な
造
り
で
あ
り
、
斉
朝
に
よ
る
御
庭

改
造
以
前
の
姿
を
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
②
は
、
御
庭
の
境
界
を
隔
て
て

東
側
に
あ
た
る
「
御
花
畠
御
構
」
を
描
い
た
図
で
あ
る
。
年
代
は
「
文
政
以
前
」
と

さ
れ
、
や
は
り
御
庭
改
造
以
前
の
姿
を
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、

御
花
畠
御
構
に
は
御
稽
古
場
・
御
矢
場
・
御
厩
・
御
馬
場
と
い
っ
た
武
芸
稽
古
の
た

め
の
施
設
が
並
ん
で
い
る
。
こ
の
区
域
は
「
御
城
御
庭
絵
図
」
で
は
御
庭
の
一
部
と

な
っ
て
お
り
、
斉
朝
に
よ
る
御
庭
改
造
に
よ
っ
て
御
庭
に
組
み
込
ま
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

さ
ら
に
②
に
は
、「
御
花
畠
御
構
」
の
南
側
に
「
元
二
ノ
丸
長
局
之
所
／
文
政
以

后
御
築
山
／
南
御
泉
水
ト
称
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
時
期
の
二
之
丸
御
殿
を
描

い
た
③
を
見
る
と
、
御
花
畠
御
構
の
南
側
に
、
東
西
に
伸
び
る
長
局
が
二
棟
な
ら
ん

で
お
り
、
こ
の
長
局
が
文
政
の
初
め
に
南
へ
移
さ
れ
、
跡
地
が
「
御
泉
水
御
庭
」
と

な
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
文
政
初
め
に
御
庭
は
東
側
の
御
花
畠
御
構
、
さ
ら

に
そ
の
南
の
長
局
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
広
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を

踏
ま
え
て
、
次
節
以
降
で
は
文
政
初
年
前
後
を
中
心
に
、
斉
朝
に
よ
る
御
庭
改
造
に

関
連
す
る
「
御
小
納
戸
日
記
」
の
記
事
を
紹
介
・
検
討
す
る
。

一
　
斉
朝
入
国
時
の
記
事
に
み
る
御
庭
の
変
遷

　

ま
ず
、
御
庭
の
変
遷
を
「
御
小
納
戸
日
記
」
か
ら
大
ま
か
に
検
証
す
る
た
め
、
斉

朝
入
国
時
に
お
け
る
熨
斗
鮑
や
床
飾
り
に
関
す
る
記
事
を
見
て
い
き
た
い
。
藩
主
入

国
時
に
は
御
庭
内
の
茶
屋
を
含
む
二
之
丸
御
殿
各
所
に
熨
斗
鮑
等
の
床
飾
り
が
設
け

ら
れ
た
。
こ
の
た
め
「
御
小
納
戸
日
記
」
に
は
そ
の
計
画
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
こ
か
ら
御
庭
内
の
茶
屋
等
の
変
遷
を
概
観
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
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ま
ず
、
史
料
①
は
文
化
十
年
に
斉
朝
が
入
国
す
る
際
の
床
飾
り
や
熨
斗
鮑
に
関
す

る
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
二
之
丸
御
庭
の
茶
屋
の
名
は
み
え
な
い
。
一
方
、
史
料

③
は
文
化
十
四
年
四
月
の
斉
朝
入
国
直
前
の
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
史
料
①
に
は

な
い
「
新
御
席
」「
多
春
園
」「
玉
壷
亭
」「
風
信
」
と
い
う
茶
屋
の
名
前
が
み
え
る
。

ま
た
、
史
料
②
に
よ
れ
ば
、
こ
の
直
前
に
江
戸
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
八
重
桜
と
庭
桜

を
「
元
御
稽
古
場
之
跡
」
お
よ
び
「
風
信
御
茶
屋
前
」
に
場
所
を
見
立
て
て
植
栽
す

る
よ
う
江
戸
表
か
ら
伝
え
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
斉
朝
入
城
後
の
文
化
十
四
年
四
月

十
日
、
年
寄
衆
が
斉
朝
の
案
内
で
二
之
丸
御
庭
を
拝
見
し
た
（
史
料
④
）。
こ
の
と

き
年
寄
衆
は
新
御
席
・
御
植
木
屋
・
玉
壷
亭
・
風
信
等
を
拝
見
し
た
の
ち
、
多
春
園

の
二
階
で
酒
食
を
ふ
る
ま
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
文
化
十
年
か
ら
十
四
年
の

あ
い
だ
に
一
連
の
茶
屋
が
設
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
御
花
畠
御
構
に
あ
っ
た
御
稽
古

場
が
撤
去
（
移
転
）
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

史
料
③
④
に
み
え
る
多
春
園
・
風
信
・
御
植
木
屋
は
「
御
城
御
庭
絵
図
」
に
も
描

か
れ
て
い
る
が
、
玉
壷
亭
と
新
御
席
は
同
絵
図
に
は
み
え
な
い
。
一
方
、
同
絵
図
に

み
え
る
茶
屋
の
う
ち
権
現
山
下
御
席
・
霜
傑
・
余
芳
の
名
前
は
、
史
料
③
④
に
は
み

え
な
い
。
し
た
が
っ
て
文
化
十
四
年
四
月
に
は
、
一
部
御
庭
の
改
造
が
進
め
ら
れ
て

い
た
も
の
の
、「
御
城
御
庭
絵
図
」
に
描
か
れ
た
状
態
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
史
料
⑳
は
文
政
四
年
に
斉
朝
が
入
国
し
た
際
の
記
事
で
あ
る
。こ
こ
に
は
、

史
料
③
に
み
え
る
茶
屋
以
外
に
「
御
庭
御
数
寄
屋
」「
権
現
山
下
新
御
数
寄
屋
」「
霜

傑
御
茶
屋
」
の
名
前
が
み
え
る
。
一
方
、「
御
城
御
庭
絵
図
」
に
み
え
る
余
芳
の
名

前
は
み
え
な
い
が
、
同
絵
図
に
は
な
い
玉
壷
亭
の
名
は
引
き
続
き
記
さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
他
は
「
御
城
御
庭
絵
図
」
に
描
か
れ
た
茶
屋
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、

少
な
く
と
も
茶
屋
に
関
し
て
は
、
同
絵
図
に
近
い
構
成
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

以
上
の
概
観
か
ら
、
ま
ず
史
料
①
（
文
化
十
年
）
と
史
料
③
（
文
化
十
四
年
）
の

あ
い
だ
に
、
御
庭
の
改
造
が
一
定
程
度
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
予
想
で
き
る
（
第
一
段

階
）。
そ
し
て
史
料
③
か
ら
史
料
⑳
（
文
政
四
年
）
の
あ
い
だ
に
、
さ
ら
な
る
御
庭

の
改
造
が
進
め
ら
れ
、「
御
城
御
庭
絵
図
」
の
姿
に
近
い
御
庭
と
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
（
第
二
段
階
）。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
他
の
絵
図
や
「
御
小
納
戸
日
記
」
の
記

事
か
ら
、
御
庭
改
造
の
プ
ロ
セ
ス
を
よ
り
詳
細
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

図１　二之丸御庭道及踏石図（部分）　名古屋市蓬左文庫蔵
　　　左上に「玉壷亭」、右下に「新御席」

玉
壷
亭

新
御
席
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二
　
御
庭
改
造
の
計
画
と
絵
図

　

ま
ず
、
第
一
段
階
の
御
庭
改
造
に
つ
い
て
考
え
る
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
、
名
古

屋
市
蓬
左
文
庫
が
所
蔵
す
る
「
御
城
二
之
丸
之
図
」（
口
絵
６
・
７
）
と
「
二
之
丸
御

庭
道
及
踏
石
図
」
で
あ
る
。

　
「
御
城
二
之
丸
之
図
」
は
、
御
庭
全
体
と
御
花
畠
御
構
、
そ
し
て
そ
の
南
側
に
位

置
す
る
御
殿
の
一
部
が
描
か
れ
て
い
る
。
線
は
墨
と
朱
で
描
き
分
け
ら
れ
て
お
り
、

墨
線
が
現
況
を
、
朱
線
が
計
画
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
い
く
つ
か
の

築
山
は
破
線
で
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
も
計
画
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

一
方
、「
二
之
丸
御
庭
道
及
踏
石
図
」
は
、
御
庭
内
の
道
と
踏
石
を
黒
い
貼
紙
で
示

し
て
い
る
。
両
図
を
比
較
す
る
と
描
か
れ
た
範
囲
に
違
い
が
あ
り
、
園
路
等
に
も
差

異
が
あ
る
も
の
の
、
建
物
の
位
置
と
名
称
は
お
お
よ
そ
一
致
す
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
は
両
図
に
お
け
る
御
庭
の
範
囲
を
み
る
と
、
先
に
み
た
「
北
御
庭
古

図
」
や
「
御
花
畠
御
構
大
体
」
と
比
較
し
て
、
御
庭
が
東
側
に
大
き
く
突
出
し
て
い

る
。
そ
し
て
突
出
部
の
東
南
隅
に
、「
御
城
二
之
丸
之
図
」
で
は
「
御
席
」（
巻
頭
図

版
）、「
二
之
丸
御
庭
道
及
踏
石
図
」
で
は
「
新
御
席
」
が
記
さ
れ
て
い
る
（
図
１
）。

ま
た
、
両
絵
図
に
共
通
し
て
西
南
隅
に
多
春
園
、
中
央
南
側
に
風
信
、
そ
の
や
や
北

東
に
玉
壷
亭
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
茶
屋
は
、
史
料
③
④
の
記
述
と
一
致
し

て
い
る
。
玉
壷
亭
の
位
置
は
「
御
城
御
庭
絵
図
」
に
お
け
る
余
芳
の
位
置
と
重
な
る
。

次
に
、「
御
城
二
之
丸
之
図
」
の
朱
線
部
分
を
み
る
と
、
御
庭
の
南
側
に
あ
っ
た
長

局
を
御
殿
南
側
の
空
間
に
移
し
、
長
局
の
跡
地
に
御
庭
を
広
げ
る
計
画
が
み
て
と
れ

る
。
ま
た
、「
御
城
二
之
丸
之
図
」
に
は
、
い
く
つ
か
「
尾
二
ノ
丸
御
庭
之
図
」
と

同
じ
名
称
の
築
山
が
記
さ
れ
て
お
り
、
両
絵
図
の
関
連
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
御
城
二
之
丸
之
図
」
と
「
御
城
御
庭
絵
図
」（「
尾
二
ノ
丸
御

庭
之
図
」）
に
は
大
き
な
違
い
も
存
在
す
る
。
ま
ず
「
御
城
二
之
丸
之
図
」
で
は
長

局
の
跡
地
に
園
路
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
が
、「
御
城
御
庭
絵
図
」
で
は
同
じ
場
所

に
池
が
描
か
れ
て
い
る
（
口
絵
６
・
７
、
図
２
）。
ま
た
「
御
城
御
庭
絵
図
」
で
は
こ

の
池
の
周
囲
に
築
山
が
描
か
れ
る
が
、「
御
城
二
之
丸
之
図
」
で
は
築
山
の
名
前
が

列
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
次
に
、「
御
城
御
庭
絵
図
」
で
は
北
東
方
面
に
も
御
庭

を
広
げ
て
「
霜
傑
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、「
御
城
二
之
丸
之
図
」
に
は
北
東
方

面
に
御
庭
を
広
げ
る
計
画
は
み
え
ず
、
霜
傑
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
西
側
に
目
を
向

け
る
と
、「
御
城
御
庭
絵
図
」
に
あ
る
栄
螺
山
が
、「
御
城
二
之
丸
之
図
」
に
は
描
か

れ
て
い
な
い
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、「
御
城
二
之
丸
之
図
」
と
「
二
之
丸
御
庭
道
及
踏
石
図
」
は
、

文
化
十
四
年
以
降
に
お
け
る
御
庭
拡
張
と
築
山
整
備
の
初
期
段
階
に
お
け
る
計
画
を

図２　御城御庭絵図（部分）　名古屋市蓬左文庫蔵
　　　御庭の東側。南に池、北東に「霜傑」が見える。

霜傑

池
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記
し
た
絵
図
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
文
政
元
年
の
長
局
移
転
と
御
庭
の
拡
大

　

こ
こ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
御
殿
長
局
の
移
転
を
と
も
な
う
御
庭
の
改
造
が
文

化
十
四
年
三
月
以
降
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
作
事
が
行
わ

れ
た
時
期
を
具
体
的
に
裏
付
け
る
記
事
が
史
料
⑪
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
文
政
元
年

（
一
八
一
八
）
七
月
十
七
日
に
、
側
用
人
の
小
瀬
新
右
衛
門
が
御
小
納
戸
に
申
し
渡

し
た
事
項
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
史
料
か
ら
、
二
之
丸
御
殿
（
御
城
）
の
広
敷
長
局
を
大
奥
対
面
所
南
の
御
庭

広
場
へ
引
き
移
し
、
そ
の
跡
を
御
庭
と
す
る
旨
が
、
江
戸
表
か
ら
命
じ
ら
れ
、
早
速

作
事
に
取
り
掛
か
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
斉
朝
は
江
戸
に
お
り
、「
江

戸
表
」
か
ら
の
指
示
は
斉
朝
の
指
示
を
意
味
す
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
に
み
え
る
「
御
廣
敷
長
局
」
は
、
先
に
み
た
と
お
り
御
花
畠
御
構
の
南
隣
に

建
っ
て
い
た
。
史
料
⑪
で
長
局
の
移
築
先
と
さ
れ
る「
大
奥
御
對
面
所
南
御
庭
廣
場
」

は
、
史
料
⑫
で
は
「
金
之
御
間
前
御
庭
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。「
御
城
二
之
丸
之
図
」

（
口
絵
６
・
７
）を
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、金
之
御
間
の
南
側
は
開
け
た
空
間
に
な
っ

て
お
り
、
こ
こ
に
長
局
を
移
し
て
、
長
局
跡
を
御
庭
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
記
述
は
「
御
城
二
之
丸
之
図
」
の
朱
書
と
も
符
合
し
て
お
り
、「
御
城
二
之
丸

之
図
」
は
こ
の
と
き
に
作
成
さ
れ
た
計
画
図
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
と
前
後
し
て
、
五
月
二
十
九
日
に
は
、
御
小
納
戸
が
「
御
庭
御
手
入
御
用
ニ

付
御
屋
形
内
土
為
堀
取
候
筈
」
で
あ
る
旨
を
作
事
奉
行
に
か
け
あ
っ
て
い
る
（
史
料

⑧
）。「
御
屋
形
」
と
は
、
二
之
丸
東
大
手
を
出
て
す
ぐ
に
あ
る
三
之
丸
内
の
屋
敷
で

あ
る１３

。
こ
こ
に
は
尾
張
徳
川
家
九
代
宗
睦
の
養
子
・
治
行
の
正
室
で
あ
る
聖
聡
院

が
文
化
元
年
七
月
に
亡
く
な
る
ま
で
居
住
し
て
い
た
が
、
以
後
は
空
き
家
に
な
っ
て

い
た１４

。
こ
の
た
め
御
庭
手
入
れ
に
必
要
な
土
砂
を
こ
こ
か
ら
掘
り
出
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
六
月
十
一
日
・
二
十
七
日
（
史
料
⑨
⑩
）
に
も
御
屋
形
か
ら
御
庭
へ

の
土
砂
搬
入
に
関
す
る
記
事
が
み
え
、
長
局
移
転
を
命
じ
ら
れ
る
以
前
か
ら
、
築
山

の
造
成
な
ど
が
進
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

四
　
作
事
の
担
い
手
へ
の
褒
賞
と
手
入
れ
の
多
忙
化

　

こ
の
の
ち
御
庭
の
作
事
に
関
す
る
記
事
は
途
切
れ
る
が
、
文
政
二
年
正
月
に
「
局

跡
新
御
庭
御
用
御
築
山
御
用
等
引
請
骨
折
相
勤
候
」
と
い
う
名
目
で
、
御
庭
預
の
谷

次
郎
助
に
金
壱
分
が
下
賜
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る（
史
料
⑬
）。「
局
跡
新
御
庭
」

と
は
長
局
を
移
転
し
た
跡
地
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
御
庭
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、「
御

築
山
御
用
」
も
二
之
丸
御
庭
に
お
け
る
築
山
の
造
成
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
谷
次
郎
助
は
文
政
元
年
に
行
わ
れ
た
二
之
丸
御
庭
の
改
造
に
お
け
る
功

績
を
認
め
ら
れ
て
褒
賞
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
ま
で
に
は
御
庭

の
作
事
が
か
な
り
の
程
度
進
展
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
記
事
は
御
庭
改
造
の
担
い
手
を
具
体
的
に
記
し
た
史
料
と
し
て
も
貴

重
で
あ
る１５

。
谷
次
郎
助
は
文
政
元
年
四
月
に
江
戸
か
ら
尾
張
へ
、
配
下
の
者
二
名

を
引
き
連
れ
て
到
着
し
て
い
る
（
史
料
⑥
⑦
）。
時
期
的
に
み
て
、
お
そ
ら
く
二
之

丸
御
庭
の
改
造
を
見
据
え
た
異
動
で
あ
ろ
う
。

　

谷
次
郎
助
は
文
化
六
年
十
二
月
二
十
八
日
、
御
庭
預
並
と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
、

同
九
年
十
二
月
朔
日
に
御
庭
預
本
役
と
な
っ
た１６

。
次
郎
助
の
父
覚
兵
衛
も
安
永
十

年
（
一
七
八
一
）
四
月
に
御
庭
之
者
頭
並
と
し
て
切
米
七
石
を
与
え
ら
れ
、
寛
政
八

年
（
一
七
九
六
）
二
月
に
は
御
庭
預
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
覚
兵
衛
の
父
（
次
郎

助
の
祖
父
）
文
右
衛
門
（
の
ち
覚
兵
衛
）
も
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
二
月
に
御

庭
足
軽
か
ら
御
庭
之
者
頭
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
谷
家
は
遅
く
と
も
次
郎
助
の
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祖
父
文
右
衛
門
の
代
か
ら
、
尾
張
藩
に
お
い
て
代
々
御
庭
に
関
わ
る
役
目
を
果
た
し

て
き
た
家
系
で
あ
る
。

　

ま
た
先
に
み
た
よ
う
に
、
谷
次
郎
助
が
江
戸
詰
め
を
経
験
し
て
い
た
点
も
注
目
さ

れ
る
。
尾
張
藩
で
は
上
屋
敷
で
あ
る
市
谷
邸
に
楽
々
園
、
下
屋
敷
で
あ
る
戸
山
邸
に

戸
山
荘
と
い
う
広
大
な
御
庭
を
整
備
し
て
お
り
、
将
軍
や
諸
大
名
と
の
饗
宴
の
場
と

し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
谷
が
江
戸
で
ど
の
よ
う
な
役
目
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
か
は

今
の
と
こ
ろ
不
明
だ
が
、
尾
張
藩
邸
に
お
け
る
御
庭
の
管
理
を
行
っ
て
い
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
経
験
が
二
之
丸
御
庭
の
作
庭
に
も
活
か
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

史
料
⑬
に
戻
る
と
、
文
政
二
年
正
月
に
は
、
谷
だ
け
で
な
く
御
庭
の
手
入
れ
に
関

わ
る
人
々
が
広
く
褒
賞
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
に
は
「
御
庭
預
支

配
之
者
」
の
う
ち
組
頭
三
人
が
「
御
庭
御
用
常
〻
骨
折
」
を
理
由
に
、「
御
庭
御
掃

除
之
者
」
の
う
ち
「
御
植
木
懸
」
三
人
が
「
御
植
木
御
鉢
物
御
手
入
方
等
骨
折
」
を

理
由
に
、
さ
ら
に
「
御
庭
御
掃
除
之
者
」
十
六
人
が
「
人
少
ニ
候
処　

御
慰
御
用
并

御
掃
除
等
骨
折
」
を
理
由
に
褒
賞
金
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
前
年
中
に
行
わ
れ
た
御

庭
の
改
造
を
担
っ
た
人
々
に
対
し
て
広
く
褒
賞
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
「
御
庭
御
掃
除
之
者
」
の
褒
賞
理
由
に
「
人
少
ニ
候
処
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
手
入
れ
の
人
員
に
は
不
足
が
生
じ
て
い
た
。
史
料
⑭
に
よ
れ

ば
文
政
二
年
三
月
朔
日
、
御
小
納
戸
は
御
用
人
に
対
し
て
御
庭
を
手
入
れ
す
る
中
間

の
増
員
を
要
求
し
た
。斉
朝
の
留
守
中
に
は
中
間
五
人
で
掃
除
等
を
行
っ
て
い
た
が
、

斉
朝
の
帰
国
が
四
月
二
日１７

に
迫
り
、
そ
の
「
待
請
御
用
」
の
た
め
人
数
が
不
足
し
、

在
国
中
と
同
じ
く
十
人
体
制
と
す
る
よ
う
要
望
し
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
れ
で
も
御
庭
の
手
入
れ
は
追
い
つ
か
な
か
っ
た
よ
う
で
、
御
小
納
戸
は

三
月
十
三
日
に
再
度
中
間
三
十
人
の
増
員
を
要
望
し
た
（
史
料
⑮
）。
そ
の
理
由
は

第
一
に
、
去
年
以
来
御
庭
が
広
げ
ら
れ
築
山
や
植
え
込
み
が
多
く
な
り
、
掃
除
に
手

間
取
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
に
、「
御
庭
向
御
手
入
方
」

に
つ
い
て
江
戸
表
か
ら
頻
繁
に
指
示
が
く
る
た
め
、
そ
の
対
応
に
か
か
り
き
り
に
な

り
、
掃
除
に
手
が
回
ら
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
に
い
る

間
も
斉
朝
が
二
之
丸
御
庭
に
つ
い
て
頻
繁
に
指
示
を
出
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え

る
。

　

こ
う
し
た
状
況
は
、
斉
朝
入
国
後
も
継
続
し
て
い
た
。
史
料
㉓
に
よ
れ
ば
、
文
政

四
年
七
月
、
御
小
納
戸
は
、「
近
年
御
庭
向
御
物
好
等
」
に
よ
り
御
庭
御
掃
除
之
者

が
多
忙
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
御
用
人
に
対
し
て
中
間
六
人
の
受
け
取
り
を
要
望
し

た
。
斉
朝
の
「
御
庭
向
御
物
好
」
に
よ
っ
て
御
庭
の
手
入
れ
が
多
忙
化
し
た
こ
と
が

は
っ
き
り
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

五
　
馬
場
の
移
転

　

御
庭
を
御
花
畠
御
構
の
方
面
に
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
り
、
も
と
も
と
こ
こ
に
あ
っ

た
稽
古
場
・
矢
場
・
馬
場
も
撤
去
（
移
転
）
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
稽

古
場
と
矢
場
に
つ
い
て
は
「
御
城
御
庭
絵
図
」
を
み
る
と
東
側
の
外
縁
土
居
際
に
描

か
れ
て
い
る
（
図
２１８

） 

。「
御
小
納
戸
日
記
」
に
は
、
先
に
み
た
史
料
⑪
の
後
段
に
、

「
御
稽
古
場
場
所
替
」
に
つ
い
て
江
戸
表
か
ら
申
し
伝
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
旨
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、そ
の
後
の
動
向
に
関
す
る
記
事
は
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
一
方
、

馬
場
に
つ
い
て
は
『
金
城
温
古
録
』
お
よ
び
「
御
小
納
戸
日
記
」
に
関
連
す
る
記
述

が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

　
『
金
城
温
古
録
』「
二
之
丸
編
四　

御
花
畠
御
構
部
」
に
よ
れ
ば
、
馬
場
は
文
政
三

年
に
「
下
御
深
井
松
山
の
西
」
へ
移
さ
れ
、
跡
地
は
「
此
頃
、
此
辺
に
御
築
山
御
庭

作
の
御
事
あ
る
に
因
て
此
所
御
植
溜
と
成
」と
い
う１９

。
た
し
か
に
「
御
城
御
庭
絵
図
」

で
は
、
も
と
も
と
馬
場
の
あ
っ
た
場
所
は
東
側
外
縁
部
分
の
通
路
と
な
っ
て
お
り
、
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土
居
際
に
は
北
側
か
ら
順
に
植
栽
の
あ
る
築
山
・
稽
古
場
・
矢
場
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

同
時
期
の
「
御
小
納
戸
日
記
」
を
み
る
と
、
文
政
三
年
六
月
二
十
四
日
に
は
、
す

で
に
馬
場
は
撤
去
さ
れ
て
馬
場
御
殿
（「
御
立
間
」「
馬
見
所
」）
も
解
体
さ
れ
、
下

御
深
井
御
庭（
下
御
庭
）へ
の
移
築
に
向
け
た
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た（
史
料
⑯
）。

同
年
七
月
二
十
三
日
に
は
普
請
奉
行
と
作
事
奉
行
に
よ
る
移
転
先
の
見
分
が
行
わ
れ

た
（
史
料
⑰
）。
そ
し
て
同
年
十
一
月
三
日
か
ら
馬
場
の
移
転
に
取
り
掛
か
る
こ
と

と
な
り
、
移
転
先
は
「
樅
花
壇
之
内
」
と
さ
れ
た
（
史
料
⑱
）。
同
月
五
日
に
は
馬

場
の
普
請
に
用
い
る
砂
や
芝
の
運
搬
に
関
す
る
記
事
が
み
え
、
予
定
通
り
移
転
が
進

め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
史
料
⑲
）。

　
『
金
城
温
古
録
』「
御
深
井
御
庭
編
」
に
も
、
こ
の
馬
場
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り１９

、

移
転
先
を
「
樅
花
壇
」
と
し
て
い
る
。
同
書
の
挿
図
「
御
深
井
御
庭
大
体
」
に
よ
れ

ば２０

、
樅
花
壇
の
場
所
は
蓮
池
の
北
西
辺
り
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
馬
場
は
文

政
三
年
中
頃
ま
で
に
撤
去
さ
れ
、
同
年
中
に
は
下
御
深
井
御
庭
に
移
転
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

な
お
、『
金
城
温
古
録
』「
御
深
井
御
庭
編
」
は
、
こ
の
馬
場
は
斉
朝
没
後
、
す
な

わ
ち
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
廃
止
さ
れ
て
元
の
場
所
に
復
旧
し
た
と
す
る
。
だ

が
、
同
じ
『
金
城
温
古
録
』「
二
之
丸
編
四　

御
花
畠
御
構
部
」
に
は
「
天
保
十
四

年
卯
春
、
松
山
西
を
止
め
ら
れ
て
又
爰
に
御
復
築
仰
付
ら
る
と
聞
え
し
」
と
あ
り
、

下
御
深
井
御
庭
に
移
転
し
た
馬
場
（
松
山
西
）
は
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
廃

止
さ
れ
て
、
二
之
丸
に
再
建
さ
れ
た
と
あ
る２１

。『
金
城
温
古
録
』
の
記
述
は
矛
盾
し

て
い
る
が
、
天
保
十
四
年
の
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
に
は
「
向
御
屋
敷
御
厩
御
取
建

召
合
御
門
内
御
馬
場
御
築
立
等
一
巻
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、「
召
合
御
門
内
御
馬
場
」

の
再
建
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
天
保
十
四
年
に
馬
場
が
二
之
丸
御

庭
東
側
に
再
建
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う２２

。

六
　
二
之
丸
御
庭
の
利
用

　

最
後
に
、
斉
朝
に
よ
る
二
之
丸
御
庭
の
利
用
に
関
す
る
史
料
を
み
て
い
き
た
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
白
根
孝
胤
氏
の
研
究
が
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
新
た

に
発
見
し
た
御
庭
改
造
前
後
の
時
期
の
事
例
を
中
心
に
紹
介
し
た
い
。

　

先
に
み
た
よ
う
に
文
化
十
四
年
四
月
十
日
に
は
、
年
寄
衆
が
斉
朝
の
御
前
へ
召
さ

れ
、
梅
之
間
か
ら
御
庭
に
入
っ
て
新
御
席
・
御
植
木
屋
・
玉
壷
亭
・
風
信
等
を
拝
見

し
、
多
春
園
二
階
で
酒
食
の
饗
応
を
受
け
た
（
史
料
④
）。
翌
文
政
元
年
二
月
に
は

御
用
人
衆
も
こ
れ
に
準
じ
て
同
様
の
饗
応
を
受
け
た
（
史
料
⑤
。
た
だ
し
雨
天
に
つ

き
御
庭
拝
見
は
延
期
と
な
っ
た
）。

　

白
根
孝
胤
氏
に
よ
れ
ば
、
文
政
四
年
十
月
に
は
奥
向
き
の
家
臣
や
年
寄
衆
を
招
い

て
菊
花
御
覧
が
催
さ
れ
、
菊
花
壇
を
眺
望
で
き
る
霜
傑
御
茶
屋
に
お
い
て
饗
宴
が
催

さ
れ
た
。
さ
ら
に
文
政
六
年
に
は
同
様
に
桜
の
花
見
が
行
わ
れ
、
多
春
園
で
饗
宴
が

催
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
機
会
に
は
家
臣
へ
植
木
の
下
賜
も
行
わ
れ
た
と
い
う２３

。

　

上
記
の
饗
宴
は
霜
傑
と
多
春
園
で
行
わ
れ
た
が
、史
料
㉑
は
権
現
山
下
御
席
（「
権

現
山
下
新
御
数
寄
屋
」）
を
利
用
し
た
茶
事
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
文
政
四
年
七
月
、
権
現
山
下
御
席
に
お
い
て
茶
事
を
催
す
た
め
準
備
す
る
よ
う

御
小
納
戸
か
ら
奥
坊
主
組
頭
な
ど
へ
申
し
伝
え
て
い
る
。「
如
例
申
談
」と
あ
る
の
で
、

茶
事
は
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

一
方
、
こ
う
し
た
催
し
の
機
会
以
外
で
も
、
斉
朝
が
日
常
的
に
御
庭
を
回
遊
し
て

い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
の
が
史
料
㉔
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
夕
刻
に
斉
朝
が

御
庭
を
廻
る
時
間
と
、
日
雇
の
者
が
引
き
上
げ
る
時
間
と
が
重
な
る
た
め
、
斉
朝
が

権
現
山
裏
や
赤
松
山
か
ら
見
下
し
た
と
き
目
障
り
に
な
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と

が
無
い
よ
う
日
雇
共
へ
申
し
聞
か
せ
る
よ
う
に
と
、
御
小
納
戸
か
ら
日
雇
頭
と
黒
鍬

頭
に
申
し
伝
え
た
と
い
う
。
こ
れ
は
斉
朝
が
毎
夕
の
よ
う
に
御
庭
を
回
遊
し
て
い
た
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か
ら
こ
そ
生
じ
た
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
「
御
小
納
戸
日
記
」
に
は
下
御
深
井
御
庭
へ
の
御
成
に
つ
い
て
は
た
び
た
び
記
さ

れ
る
一
方
、
二
之
丸
御
庭
へ
の
御
成
の
様
子
は
、
家
臣
や
女
中
を
招
く
よ
う
な
催
し

を
除
き
、ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。
下
御
深
井
御
庭
へ
の
御
成
は
、埋
門
を
通
っ

て
石
垣
を
下
り
、
水
堀
を
舟
で
渡
る
必
要
が
あ
り
、
し
ば
し
ば
鷹
狩
り
も
行
わ
れ
る

た
め
、
水
主
や
鷹
匠
の
手
配
な
ど
種
々
の
下
準
備
を
要
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
二
之
丸
御
庭
へ
は
御
殿
か
ら
す
ぐ
に
足
を
運
べ
る
た
め
、
日
常
的
な
御

庭
の
回
遊
は
日
記
に
記
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
史
料

㉔
は
斉
朝
が
頻
繁
に
御
庭
へ
足
を
運
ん
で
い
た
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
貴
重
な
史
料

で
あ
る
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
の
検
討
に
よ
り
、
斉
朝
に
よ
る
御
庭
改
造
の
プ
ロ
セ
ス
は
か
な
り
の
程
度
明

確
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
ま
ず
、
文
化
十
年
か
ら
十
四
年
の
あ
い
だ
に
第
一
段
階
の

改
造
が
行
わ
れ
、
御
庭
が
北
東
方
面
に
や
や
拡
張
さ
れ
る
と
と
も
に
、
多
春
園
・
玉

壷
亭
・
新
御
席
・
風
信
・
御
植
木
屋
な
ど
が
設
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
文
政
元
年
か
ら

第
二
段
階
の
改
造
が
進
め
ら
れ
、
長
局
を
移
転
し
て
跡
地
を
含
む
東
側
に
御
庭
が
拡

張
さ
れ
、「
御
城
御
庭
絵
図
」
の
姿
に
近
い
御
庭
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に

史
料
⑪
に
よ
っ
て
、
文
政
元
年
七
月
に
長
局
の
移
転
と
御
庭
造
成
が
、
江
戸
表
（
在

府
中
の
斉
朝
）
か
ら
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
明
確
に
な
り
、「
御
城
二
之
丸
之
図
」
は

こ
の
と
き
に
作
成
さ
れ
た
計
画
図
で
あ
る
こ
と
が
推
定
で
き
た
。

　

一
方
で
、
文
政
四
年
の
段
階
で
も
余
芳
が
存
在
せ
ず
、
い
ま
だ
玉
壷
亭
が
存
在
し

て
お
り
、「
御
城
御
庭
絵
図
」
の
と
お
り
の
姿
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
確

認
で
き
た
。
馬
場
の
移
転
が
確
認
で
き
る
の
も
文
政
三
年
で
あ
り
、
部
分
的
に
は
御

庭
の
改
造
は
、
文
政
元
年
以
降
の
数
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
続
け
た
と
思
わ
れ
る
。

今
後
は
文
政
四
年
以
降
の
状
況
に
つ
い
て
も
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る２４

。

　

加
え
て
、
本
稿
で
は
御
庭
の
改
造
や
手
入
れ
の
実
態
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
御
庭
改
造
の
担
い
手
と
し
て
御
庭
預
谷
次
郎
助
の
存
在
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
ま
た
、
御
庭
の
拡
張
に
と
も
な
っ
て
手
入
れ
の
負
担
が
増
加
し
、
御
小
納

戸
が
中
間
の
増
員
な
ど
の
対
応
に
追
わ
れ
る
様
子
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
御
庭
預
を

は
じ
め
と
す
る
作
庭
や
御
庭
管
理
に
関
わ
る
人
々
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど

検
討
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
稿
で
も
端
緒
と
な
る
情
報
を
得
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点

は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

ま
た
、
御
庭
の
手
入
れ
が
多
忙
化
し
た
の
は
、
単
に
御
庭
の
面
積
が
広
が
っ
た
た

め
で
は
な
く
、
斉
朝
の
「
御
庭
向
御
物
好
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
斉
朝
は
毎
日

の
よ
う
に
御
庭
を
廻
っ
て
お
り
、
日
雇
が
築
山
か
ら
の
眺
望
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
が

問
題
に
な
る
な
ど
、
二
之
丸
御
庭
に
強
い
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
確
認
さ

れ
た
。
斉
朝
の
園
芸
や
本
草
学
に
対
す
る
嗜
好
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本

稿
で
も
こ
の
点
を
御
庭
の
手
入
れ
に
関
す
る
史
料
か
ら
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
え
る
。

　

斉
朝
は
文
政
十
年
に
隠
居
し
た
の
ち
も
下
御
深
井
御
庭
西
側
に
新
御
殿
を
設
け
て

嘉
永
三
年
に
歿
す
る
ま
で
名
古
屋
に
居
り
、
そ
の
間
の
藩
主
は
江
戸
在
府
の
期
間
が

長
か
っ
た
。
こ
の
た
め
名
古
屋
城
に
お
け
る
御
庭
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、

隠
居
後
の
時
期
ま
で
含
め
、
下
御
深
井
御
庭
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
斉
朝
と
御
庭
と

の
関
わ
り
を
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。



59 名古屋城調査研究センター研究紀要　第２号（2021 年）　

註１ 

二
之
丸
御
庭
の
起
源
に
つ
い
て
は
井
上
光
夫
『
中
御
座
之
間
北
御
庭
惣
絵
考　

名
古
屋
城
二
之
丸
創
建
期

に
お
け
る
庭
園
の
変
遷
』（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

２
「
中
御
座
之
間
北
御
庭
惣
絵
」（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
）
は
、義
直
の
時
代
の
御
庭
を
描
い
た
と
さ
れ
る
（
井

上
前
掲
書
）。

３ 

こ
の
庭
の
旧
跡
は
現
在
「
名
古
屋
城
二
之
丸
庭
園
」
と
し
て
国
の
名
勝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
指
定
範

囲
に
は
近
代
の
作
庭
部
分
を
含
む
た
め
、「
二
之
丸
庭
園
」
の
呼
称
を
江
戸
期
の
庭
を
指
し
て
用
い
る
と
誤

解
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
一
方
、
江
戸
期
の
史
料
で
は
「
北
御
庭
」「
御
城
御
庭
」「
上
御
庭
」
な
ど
の
呼

称
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
「
御
殿
（
あ
る
い
は
二
之
丸
）
の
北
の
御
庭
」「
御
城
＝
二
之
丸
御
殿
の
御
庭
」

「
下
御
庭
＝
下
御
深
井
御
庭
に
対
す
る
上
御
庭
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に

こ
の
御
庭
の
歴
史
的
な
位
置
づ
け
を
反
映
し
た
呼
称
で
は
あ
る
が
、
そ
の
前
提
を
抜
き
に
し
て
そ
の
ま
ま

用
い
る
と
や
や
分
か
り
に
く
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
便
宜
的
に
、
江
戸
期
の
庭
を
「
二
之
丸
御
庭
」、
あ
る

い
は
文
脈
上
明
ら
か
な
場
合
は
単
に
「
御
庭
」
と
呼
称
す
る
。

４ 

そ
の
成
果
は
『
名
勝
名
古
屋
城
二
之
丸
庭
園
保
存
管
理
計
画
書
』（
名
古
屋
市
市
民
経
済
局
文
化
観
光
部

名
古
屋
城
総
合
事
務
所
、
二
〇
一
三
年
）、『
巨
大
城
郭　

名
古
屋
城
』（
名
古
屋
城
特
別
展
開
催
委
員
会
、

二
〇
一
三
年
）
な
ど
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

５ 

白
根
孝
胤
「
近
世
後
期
に
お
け
る
尾
張
家
の
植
栽
空
間
と
大
名
庭
園
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』

第
四
四
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
同
「
名
古
屋
城
庭
園
の
植
栽
空
間
と
徳
川
斉
朝
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研

究
紀
要
』
第
四
八
号
、
二
〇
一
四
年
）。

６
『
名
古
屋
市
史　

政
治
編
二
』（
名
古
屋
市
役
所
、
一
九
一
五
年
）
一
五
頁
。
御
小
納
戸
は
約
七
十
名
、
御

小
納
戸
を
統
括
す
る
御
小
納
戸
頭
取
は
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
十
二
月
に
設
置
さ
れ
、
総
員
十
名
で
役

高
は
三
百
石
で
あ
っ
た
と
さ
る
。

７ 

な
お
、藩
主
在
国
中
の
江
戸
で
の
日
記
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、藩
主
在
国
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
標
題
が「
尾

州
御
留
守
日
記
」
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

８ 

井
上
光
夫
氏
は
「
斉
朝
が
庭
園
の
大
改
造
に
着
手
す
る
の
は
、早
く
て
も
斉
朝
が
成
人
す
る
文
化
五
年
」（
井

上
前
掲
書
、
九
四
頁
）
と
し
て
い
る
が
、
斉
朝
が
御
庭
を
実
際
に
見
る
以
前
に
改
造
に
着
手
し
た
と
は
考

え
に
く
い
た
め
、
斉
朝
が
初
め
て
入
城
し
た
文
化
八
年
以
降
と
推
測
し
た
。

９
『
金
城
温
古
録
』（
三
）
二
七
六
頁
（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
。
以
下
、『
金
城
温
古
録
』
を
引
用
・
参
照
す

る
場
合
は
、
名
古
屋
叢
書
続
編
の
第
十
三
巻
～
第
十
六
巻
と
し
て
、
一
九
六
五
年
か
ら
六
七
年
に
か
け
て
、

名
古
屋
市
教
育
委
員
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
活
字
本
の
巻
次
（
一
～
四
）
と
頁
数
を
示
す
）。

10
『
金
城
温
古
録
』（
三
）
六
八
頁
。

11
『
金
城
温
古
録
』（
三
）
三
六
一
頁
。

12
『
金
城
温
古
録
』（
四
）
二
二
三
～
二
二
七
頁
、
三
二
六
～
三
三
七
頁
。

13 

『
金
城
温
古
録
』（
四
）二
二
五
頁
。聖
聰
院
に
つ
い
て
は『
名
古
屋
叢
書
三
編　

第
一
巻　

尾
張
徳
川
家
系
譜
』

（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八
年
）
一
四
九
～
一
五
〇
頁
。

14 

こ
の
ほ
か
、「
御
城
二
之
丸
之
図
」に
は
、築
山
や
茶
亭
に「（
人
名
）持
」と
い
う
よ
う
な
注
記
が
さ
れ
て
お
り
、

お
そ
ら
く
担
当
し
た
職
人
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

15
「
藩
士
名
寄
」（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
・
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）。

16
『
名
古
屋
叢
書
三
編　

第
十
四
巻　

金
明
録
』（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
六
年
）
三
九
四
頁
。　

17 

文
政
四
年
七
月
十
八
日
に
は
、
召
合
御
門
内
の
御
庭
と
外
縁
を
区
画
す
る
高
塀
に
で
き
た
三
ヶ
所
の
窓
に

つ
い
て
、
外
縁
を
藩
主
が
通
行
す
る
際
や
稽
古
場
へ
の
御
成
の
際
に
は
窓
に
蓋
を
す
る
よ
う
御
庭
預
ら
に

御
小
納
戸
頭
取
が
命
じ
て
お
り
（
史
料
㉒
）、
こ
の
と
き
ま
で
に
は
二
之
丸
御
庭
の
東
外
縁
に
新
た
な
稽
古

場
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

18
『
金
城
温
古
録
』（
四
）
三
五
～
三
七
頁
。

19
『
金
城
温
古
録
』（
三
）
七
一
頁
。

20
『
金
城
温
古
録
』（
四
）
六
～
七
頁
。

21
『
金
城
温
古
録
』（
三
）
七
一
頁
。

22 

再
建
さ
れ
た
馬
場
の
様
子
は
「
御
城
図
面
（
二
之
丸
御
殿
）」（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
）
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
絵
図
は
御
殿
長
局
の
位
置
と
形
状
か
ら
天
保
十
三
年
以
降
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
が
、
二
之
丸
御
庭

の
東
側
外
縁
部
分
を
見
る
と
、
貼
紙
で
南
北
に
長
い
馬
場
の
姿
が
描
か
れ
、
そ
の
中
央
西
側
に
「
御
覧
所
」

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

23 
白
根
前
掲
「
名
古
屋
城
庭
園
の
植
栽
空
間
と
徳
川
斉
朝
」。

24
『
金
城
温
古
録
』（
三
、二
八
四
頁
～
二
八
五
頁
）
に
は
御
庭
に
あ
っ
た
「
聖
堂
」
を
文
政
六
年
に
撤
去
・
移

転
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
御
城
御
庭
絵
図
」
に
は
「
聖
堂
」
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
踏
ま
え

る
と
、
文
政
六
年
時
点
で
も
い
ま
だ
「
御
城
御
庭
絵
図
」
の
と
お
り
の
姿
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能

性
が
あ
る
。
こ
の
点
の
検
討
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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史
料
編

凡
例

・「
尾
州
御
小
納
戸
日
記
」「
尾
州
御
留
守
日
記
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）
の
う
ち
、

文
化
十
年
～
文
政
四
年
（
請
求
番
号
：
尾
二
‐
五
四
～
五
八
）
の
間
に
お
け
る

名
古
屋
城
二
之
丸
御
庭
に
関
連
す
る
記
事
を
抜
粋
し
、
翻
刻
し
た
。

・
各
記
事
の
冒
頭
に
、
通
番
と
記
事
の
年
月
日
を
付
し
た
。

・
用
字
、
行
送
り
は
原
則
原
本
の
表
記
に
し
た
が
っ
た
。

・
頭
注
は
該
当
箇
所
の
後
ろ
に
〈
頭
注
〉
と
記
し
て
「　

」
内
に
記
し
た
。

・
人
物
の
う
ち
当
時
の
役
職
が
わ
か
る
者
は
ル
ビ
で
（　

）
内
に
注
記
し
た
。

①
「
尾
州
御
小
納
戸
日
記
」
文
化
十
年
四
月
十
三
日
条

一　

左
之
通
御
賄
方
江
申
談
候

　
　
　
中
御
座
之
間

　
　
　
　

御
熨
斗
鮑　
　
　
　

弐
飾

　
　
　
　
　

但

　
　
　
　
　

御
着
座
之
上
指
上
候
御
の
し
壱
飾

　
　
　
　
　

御
手
熨
斗
七
手
添
壱
飾

　
　
　
御
焼
火
之
間

　
　
　
　

御
熨
斗
鮑

　
　
　
　
　

但
御
手
の
し
弐
手
添
壱
飾
外
ニ

　
　
　
　
　

指
上
候
御
の
し
無
之

　
　
　
　

桜
之
御
間　
　
　
　
　

御
床
飾

　
　
　
　

梅
之
御
間　
　
　
　
　

同
断

　
　
　
　

御
湯
殿

　
　
　
　

御
舩

　
　
　
　

御
熨
斗
鮑　
　
　
　
　

四
飾

　
　
　
御
数
寄
屋

　
　
　
　

御
熨
斗
鮑　
　
　
　
　

弐
筋
壱
飾

　
　
　

〆
八
飾
相
廻
候
事

②
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
化
十
四
年
三
月
六
日
条

一　

左
之
通
江
戸
表
ゟ
申
来
候

　
　
　

八
重
桜　
　

一
鉢

　
　
　

庭
桜　
　
　

二
本
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右
者
元
御
稽
古
場
之
跡
風
信

　
　

御
茶
屋
前
御
場
所
見
立
為
植

　
　

候
様
杦
山
源
六
郎
ゟ
申
来
候

　
　
　

但
此
外
ニ
も
相
廻
候
御
植
木
之
儀
ハ

　
　
　

江
戸
表
御
庭
預
ゟ
此
表
同
役
へ

　
　
　

委
細
申
越
候
筈

③
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
化
十
四
年
三
月
二
十
八
日
条

一　

左
之
通
御
賄
頭
江
申
談
置
候
処
今
朝

　
　

相
廻
候

　
　
中
御
座
之
間

　
　
　

御
熨
斗
鮑　
　
　
　
　

二
飾

　
　
　
　

但

　
　
　
　

御
着
座
之
上
指
上
候
御
熨
斗
一
飾

　
　
　
　

御
手
熨
斗
五
手
添
壱
飾

　
　
御
焼
火
之
間

　
　
　

御
熨
斗
鮑　
　
　
　
　

一
飾

　
　
　
　

但　

御
手
熨
斗
三
手
添

　
　
　

桜
之
御
間　
　
　
　
　

御
床
飾

　
　
　

梅
之
御
間　
　
　
　
　

同
断

　
　
　

新
御
席　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　

多
春
園　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　

玉
壷
亭　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　

風
信

　
　
　
　

但　

御
熨
斗
二
筋
結
ひ
御
硯
蓋
ニ
載

　
　
　

桜
之
御
間
南
御
庭
御
腰
懸

　
　
　
　

但　

同
断

　
　
　

御
舩　
　
　
　
　
　
　

一
飾

　
　
　
　

但　

御
瓶
子
一
對
添

　
　
　

御
植
木
屋

　
　
　
　

但　

御
熨
斗
二
筋
結
ひ
御
硯
蓋
ニ
載
御
床
江
上
置

　
　
　

御
湯
殿　
　
　
　
　
　

一
飾

　
　
　
　

〆
拾
三
飾

　
　
　
　
　

但
御
硯
蓋
ハ
役
所
ゟ
出
ス

　

一
御
間
〻
〻
御
飾
之
儀
ハ
左
之
御
間
計

　
　

役
所
ゟ
御
懸
物
取
扱
候

　
　
　

桜
之
御
間
御
床
表

　
　
　

新
御
席

　
　
　

御
植
木
屋

　
　
　
　

〆
三
ヶ
所

④
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
化
十
四
年
四
月
十
日
条

一　

九
半
時
過
御
年
寄
衆
一
統

　
　

御
前
江
被
為

　
　

召
御
庭
拝
見
い
た
し
候
様

　
　

御
意
ニ
而
直
ニ
御
次
ゟ
梅
之
御
間
江
懸
り

　
　

御
庭
江
案
内
新
御
席
御
植
木
屋

　
　

玉
壷
亭
風
信
等
拝
見
夫
ゟ
多
春
園
へ

（
御
小
納
戸
頭
取
）
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被
相
越
御
二
階
ニ
而
御
酒
被
下
御
側
御
用
人

両
人
ハ
兼
而

　
　
梅
之
御
間
江
相
廻
り

夫
ゟ
同
道
之
事　

相
済
而
桜
御
門
ゟ
中
御
座

　
　

之
間
江
上
ら
れ
竹
之
間
ニ
而
右
両
様
之

　
　

御
礼
被
申
上
及
言
上
候

　
　
　

吸
物
三　
　

硯
蓋
七
種　
　

茶
碗
盛

　
　
　

鉢
肴
一　
　

同
作
り
身　
　

大
平
一　
　

丼
二

　
　
　

蒸
菓
子　
　

薄
茶

　
　
　
　

已
上

⑤
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
元
年
二
月
十
五
日
条

一　

去
丑
年
九
月
御
年
寄
衆
御
庭

　
　

拝
見
被　

仰
付
御
茶
屋
尓
而
御
酒
等

　
　

被
下
置
候
處
御
側
大
寄
合

　
　

御
用
人
之
儀
未
拝
見
不
被

　
　

仰
付
候
付
今
日
一
統
拝
見
被

　
　

仰
付

　
　

思
召
之
処
今
暁
ゟ
雨
天
ニ
付
御
庭

　
　

拝
見
之
儀
ハ
天
氣
快
精
次
第

　
　

可
被　

仰
付
今
日
ハ
御
茶
屋
ニ
而

　
　

御
酒
可
被
下
置
与
の
御
事
ニ
付

　
　

其
段
申
通
し
昼
後
多
春
園

　
　

御
二
階
江
案
内
左
之
通
被
下
置
候

　
　

吸
物　

二　
　

硯
蓋　

七
種

　
　

鉢
肴　

一　
　

丼
物　

二

　
　
　

蒸
菓
子　

杉
縁
高
ニ
入

　
　

右
相
済
而
夫
〻
御
礼
申
上
有
之

　
　

及
言
上
候

⑥
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
元
年
三
月
十
八
日
条

一　

去
ル
十
一
日
出
之
定
日
飛
脚
今
日
延
着

　
　

之
処
左
之
通
申
渡
候
旨
江
戸

　
　

同
役
ゟ
申
越
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
次
郎
助

　
　
　

當
四
月
詰
満
之
上
川
崎
九
兵
衛
与

　
　
　

代
合
可
罷
登
旨

　
　
　
　

三
月

⑦
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
元
年
四
月
十
七
日
条

一　

御
庭
預
谷
次
郎
助
并
右
配
下
之
者

　
　

二
人
去
ル
八
日
発
足
木
曽
路
十
日
振

　
　

旅
行
今
日
致
上
着
候
旨
御
庭
預

　
　

申
達
候
付
諸
達
為
取
扱
候

⑧
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
元
年
五
月
二
十
九
日
条

一　

御
庭
御
手
入
御
用
ニ
付
御
屋
形
内
土

　
　

為
堀
取
候
筈
御
作
事
奉
行
江

　
　

懸
合
候
事

（
御 

庭 

預
）

（
御 

庭 

預
）
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⑨
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
元
年
六
月
十
一
日
条

一　

御
庭
御
手
入
御
用
ニ
付
御
屋
形

　
　

内
よ
り
土
御
取
寄
相
成
候
處
右
土

　
　

車
日
〻
東
鉄
御
門
ゟ
召
合
御
門

　
　

内
江
為
曳
込
候
筈
ニ
付
東
鉄
御
門

　
　

右
車
出
入
之
儀

　
　

御
在
國
之
通
札
ニ
而
通
用
不
指
支

　
　

様
致
度
旨
御
目
付
江
相
達
合
札

　
　

一
枚
差
出
候
処
今
一
枚
指
出
候
様
申
来
候

　
　

且
幾
日
ゟ
幾
日
迠
等
申
境
申
達
候
様

　
　

申
越
候
付
其
段
相
達
候
附
御
屋
形

　
　

内
口
〻
車
通
用
之
儀
茂
御
作
事

　
　

奉
行
江
懸
合
候
事

⑩
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
元
年
六
月
二
十
七
日

一　

東
鉄
御
門
車
通
行
方
之
儀
御
側

　
　

御
用
人
小
瀬
新
右
衛
門
方
江
先
達
而

　
　

演
説
ニ
而
申
達
置
候
處
今
日
左
之
通

　
　

申
越
候

　
　
　

追
〻
及
示
談
候
東
銕
御
門
車

　
　
　

通
行
之
儀
御
目
付
江
申
談

　
　
　

候
處
右
車
通
行
中
立
番

　
　
　

同
心
附
置
筈
候
旨
右
役
相
達

　
　
　

候
付
通
行
指
支
無
之
候
仍
為

　
　
　

御
承
知
申
入
候
以
上

　
　
　
　

六
月
廿
七
日

⑪
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
元
年
七
月
十
七
日
条

一　

左
之
通
小
瀬
新
右
衛
門
ゟ
申
越
候

　
　
　

御
城
御
廣
敷
長
局
之
儀
大
奥
御
對

　
　
　

面
所
南
御
庭
廣
場
江
御
引
移

　
　
　

右
跡
御
庭
ニ
相
成
筈
之
旨
江
戸

　
　
　

表
よ
り
申
来
候
付
長
局
早
速

　
　
　

取
拂
御
場
所
各
江
可
引
渡
旨

　
　
　

御
作
事
奉
行
江
申
談
之
義
其
筋
江

　
　
　

相
達
候
間
猶
更
右
奉
行
江
御
引
合

　
　
　

御
請
取
可
有
之
候

　

一　

御
稽
古
場
御
場
所
替
之
儀

　
　
　

江
戸
表
御
同
役
ゟ
各
江
申
来

　
　
　

筈
之
旨
彼
地
ゟ
申
越
候
間
右

　
　
　

申
来
候
ハ
ヽ
御
申
聞
可
有
之
候

⑫
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
元
年
八
月
二
十
五
日
条

一　

御
廣
舗
長
局
弐
棟
共
金
之
御
間
前

　
　

御
庭
内
江
御
引
建
之
筈
候
処
右
御
庭

　
　

手
狭
ニ
付
表
御
臺
所
前
東
之
方
江
附

　
　

四
間
程
御
庭
内
江
囲
ひ
込
相
成
候
付

　
　

御
臺
所
脇
御
風
呂
屋
口
并
筋
違
口
共

（　

側　

用　

人　

）
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御
締
明
候
様
致
度
旨
且
右
口
〻
御
作
事

　
　

方
江
請
取
切
ニ
相
成
同
所
北
之
方
二
枚

　
　

開
尓
て
御
〆
り
附
候
様
致
度
旨
御
作
事

　
　

奉
行
ゟ
申
越
候
付
同
心
組
頭
江
申
談
候

⑬
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
二
年
二
月
六
日
条

一　

左
之
通
今
日
申
渡
候

　
　
　
　

金
壱
分　
　
　
　
　

伊
藤
弥
平

　
　
　

右
者
壱
人
ニ
而
久
〻
致
日
勤

　
　
　

格
別
骨
折
相
勤
候
付
被
下
之

　
　
　
　

正
月

　
　
　
　

金
壱
分　
　
　
　
　

谷
次
郎
助

　
　
　

右
者
局
跡
新
御
庭
御
用
御
築
山

　
　
　

御
用
等
引
請
骨
折
相
勤
候
付

　
　
　

被
下
之

　
　
　
　

正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
庭
預
支
配
之
者

　
　
　
　

銀
壱
両
宛　
　
　
　

組
頭
三
人

　
　
　

右
者
御
庭
御
用
常
〻
骨
折

　
　
　

相
勤
候
付
被
下
之

　
　
　
　

正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
庭
御
掃
除
之
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
植
木
懸

　
　
　
　

金
弐
朱
ツ
　ヽ
　
　

三
人

　
　
　

右
者
御
植
木
御
鉢
物
御
手
入

　
　
　

方
等
骨
折
相
勤
候
付
被
下
之

　
　
　
　

正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
庭
御
掃
除
之
者

　
　
　
　

銀
三
匁
六
歩
ツ
　ヽ

拾
六
人

　
　
　

右
者
人
少
ニ
候
処

　
　
　

御
慰
御
用
并
御
掃
除
等
骨
折

　
　
　

相
勤
候
付
被
下
之

　
　
　
　

正
月

⑭
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
二
年
三
月
朔
日
条

一　

左
之
通
御
用
人
江
申
達
候

　
　
　

去
〻
丑
年

　
　
　

御
在
国
中
御
庭
御
掃
除

　
　
　

人
数
少
ニ
付
出
人
御
中
間

　
　
　

拾
人
請
取
申
候
付
而
ハ
去
寅
年

　
　
　

御
發
駕
境
不
残
引
揚
候
筈

　
　
　

之
処
御
留
守
中
御
庭
御
掃
除

　
　
　

人
数
少
ニ
相
成
候
而
ハ
不
行
届

　
　
　

候
付
右
之
内
五
人
引
揚
残
五
人
ハ

　
　
　

御
留
守
中
引
続
受
取
所
也

　
　
　

為
御
間
合
申
候
然
処
此
節
御
待
請

　
　
　

御
用
御
庭
御
掃
除
為
取
懸

　
　
　

申
候
付
而
ハ
人
数
少
ニ
而
ハ
右

（
御
小
納
戸
詰
）

（ 

御 

庭 

預 

）
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御
掃
除
難
御
間
合
候
間
去
寅
年

　
　
　

御
發
駕
境
引
揚
候
出
人

　
　
　

御
中
間
五
人
此
節
ゟ
當

　
　
　

御
在
国
中
引
続
受
取
申
度
候

　
　
　

仍
之
申
達
候

　
　
　
　

三
月　
　
　

御
小
納
戸
頭
取

⑮
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
二
年
三
月
十
三
日
条

一　

左
之
通
御
用
人
江
申
達
候

　
　
　

頃
日
出
人
御
中
間
五
人
申
達

　
　
　

請
取
御
庭
御
掃
除
御
用
向
専

　
　
　

繰
合
為
相
勤
申
候
然
処
去
年

　
　
　

以
来
御
庭
御
囲
込
出
来
御
築
山

　
　
　

御
植
込
等
多
御
掃
除
殊
之
外

　
　
　

手
間
取
甚
以
手
後
相
成
其
上

　
　
　

御
庭
向
御
手
入
方
等
之
儀
ニ
付

　
　
　

追
〻
江
戸
表
ゟ
被

　
　
　

仰
付
之
儀
も
相
増
右
御
用
向

　
　
　

此
節
一
時
ニ
相
成
申
候
全
躰

　
　
　

頃
日
請
取
申
候
出
人
御
中
間

　
　
　
尓
而
繰
合
為
相
勤
申
候
而
も
御
庭

　
　
　

御
掃
除
之
者
勤
向
手
張
候
処
其
上

　
　
　

前
顕
之
通
手
後
之
場
所
并

　
　
　

御
待
請
御
用
御
掃
除
方
難
御
間
合

　
　
　

相
見
申
候
付
而
ハ
明
後
十
五
日
ゟ

　
　
　

御
着
城
御
當
日
迄
之
内
猶
又

　
　
　

御
中
間
出
人
三
十
人
請
取
申
度
候

　
　
　

仍
之
申
達
候

　
　
　
　

三
月
十
三
日　
　
　

御
小
納
戸
頭
取

⑯
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
三
年
六
月
二
十
四
日
条

一　

左
之
書
付
御
側
大
寄
合
江
差
出
候

　
　
　
　

袖
書
畧

　
　
　

上
御
庭
御
馬
場
先
達
而
御
取
毀
相
成

　
　
　

御
馬
場
御
殿
畳
ニ
相
成
居
申
候
右
ハ

　
　
　

下
御
庭
之
内
江
御
引
建
ニ
相
成
筈
ニ
付

　
　
　

右
御
場
所
等
御
普
請
方
并
御
作
事
方

　
　
　

見
分
之
上
取
計
有
之
候
様
致
度

　
　
　

仍
之
根
之
義
申
達
候

　
　
　
　

六
月　
　
　
　
　

御
小
納
戸
頭
取

⑰
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
三
年
七
月
二
十
三
日
条

一　

上
御
庭
御
馬
場
今
般
下
御
庭
之
内
江

　
　

御
引
建
相
成
候
付
右
御
場
所
見
分

　
　

と
し
て
今
日
御
普
請
奉
行
御
作
事

　
　

奉
行
同
道
并
御
普
請
方
之
輩
も

　
　

相
越
候
付
御
門
〻
〻
出
入
之
断
昨
日
御
普
請
奉
行
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相
達
候
付
夫
〻
申
談
候

⑱
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
三
年
十
月
二
十
九
日
条

一　

下
御
庭
之
内
御
馬
場
御
取
立
ニ
付
御
入
用

　
　

調
御
普
請
奉
行
ゟ
御
側
大
寄
合
江
達

　
　

済
之
由
ニ
而
来
月
三
日
ゟ
御
場
所
為

　
　

取
懸
樅
花
壇
之
内
御
馬
場
地
面
ニ

　
　

抱
候
樹
木
伐
採
候
上
ニ
而
仕
立
方
為

　
　

取
計
候
積
委
細
之
儀
者
配
下
向
江
為

　
　

引
合
候
旨
申
越
候
付
承
知
之
趣
及
返

　
　

報
候

　
　
　

但
御
普
請
中
御
普
請
奉
行
初
配

　
　
　

下
等
御
門
〻
〻
出
入
之
儀
申
達
候
付

　
　
　

其
段
同
心
組
頭
江
為
申
談
候

　
　

一
御
小
納
戸
詰
役
懸
江
も
本
文
之
趣
申

　
　
　

談
候

⑲
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
三
年
十
一
月
五
日
条

一　

下
御
庭
御
馬
場
御
用
砂
芝
等
為

　
　

模
通
為
曳
届
候
由
ニ
而
御
普
請
中

　
　

両
御
門
出
入
之
儀
御
普
請
奉
行
よ
り

　
　

相
断
候
付
如
例
夫
〻
江
申
談
さ
セ
候

　
　
　

但
右
御
庭
内
通
行
ニ
付
車
曳
刻
等

　
　
　

出
来
候
ハ
ヽ
入
念
為
取
繕
候
旨
申
越

　
　
　

其
段
御
庭
預
江
申
談
候

⑳
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
四
年
四
月
一
日
条

一　

御
熨
斗
鮑
之
儀
兼
而
御
賄
頭
江

　
　

申
談
置
候
處
左
之
通
今
朝
相

　
　

廻
候
仍
御
間
向
を
初
御
茶
屋
〻
〻

　
　

其
外
と
も
廻
し
方
之
儀
等
筆
役
ニ
而

　
　

為
取
扱
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
三
方
紙
敷

　
　
　

中
御
座
之
間　
　

御
熨
斗
鮑
二
飾

　
　
　
　

但

　
　
　
　

御
着
座
之
上
差
上
候
御
熨
斗
一
飾

　
　
　
　
　
　
　
　
六
手
添
相
廻
ル

　
　
　
　

御
手
熨
斗
七
手
添　
　
　
　

一
飾

〈
頭
注
〉

 

「
本
文
御
手
熨
斗
之
儀

　

両
家
御
年
寄
衆
初
其

　

節
〻
御
居
合
候
人
数

　

吟
味
之
上
御
賄
頭
へ
前
廣
ニ
為
進
給
候
事
ニ
候
處
猶
又
御
當
日
朝
ニ
至
り

　

御
賄
頭
手
前
於
い
て
取
訂
シ
御
出
勤
候
人
数
丈
ケ
相
廻
候
事　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
三
方
紙
敷

　
　
　

御
焼
火
之
間　
　

御
熨
斗
鮑
一
飾

　
　
　
　

御
手
熨
斗
五
手
添
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〈
頭
注
〉

 

「
本
文
御
焼
火
之
間

　

御
熨
斗
鮑
之
儀

　

追
振
役
所
へ
受
取
候
儀
も
相
見
候
付
今
般
も
為
進
給
候
処

　

右
御
間
之
儀
ハ
全
表
ニ
附

　

候
事
付
御
次
第
前
御
賄
頭
ゟ

　

直
ニ
御
小
性
へ
相
渡
調
之
由

　

右
頭
申
聞
候
付
役
所
江
ハ
不

　

請
取
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

桜
之
御
間　
　
　

同
断　
　

六
飾

　
　
　
　

但

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
三
方
紙
敷

　
　
　
　

御
床　
　
　
　
　

一
飾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
居
臺

　
　
　
　

御
床
裏　
　
　
　

一
飾　

二
筋
結
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　

御
二
階　
　
　
　

一
飾　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　

同
所
下
御
二
畳　

一
飾　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　

御
張
出　
　
　
　

一
飾　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　

南
御
庭
御
腰
掛　

一
飾　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
御
三
方
紙
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
床
飾

　
　
　

梅
之
御
間　
　
　

御
熨
斗
鮑
一
飾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
居
臺

　
　
　

多
春
園　
　
　
　

同
断　

一
飾　

二
筋
結
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　

玉
壷
亭　
　
　
　

同
断　

一
飾　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　

御
庭
御
数
寄
屋　

同
断　

一
飾　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　

風
信　
　
　
　
　

同
断　

一
飾　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　

御
植
木
屋　
　
　

同
断　

一
飾　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　

権
現
山
下
新
御
数
寄
屋　
　

同
断　

一
飾　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　

霜
傑
御
茶
屋　
　

同
断　

一
飾　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
三
方
紙
敷

　
　
　

御
湯
殿　
　
　
　

同
断　

一
飾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
断

　
　
　

御
舩　
　
　
　
　

同
断　

一
飾

　
　
　
　

但
瓶
子
一
對
添
御
三
方
共

　
　
　
上
御
庭
御
泉
水　
　
　

居
臺

　
　
　
　

御
舩　
　
　
　
　

御
熨
斗
鮑
一
飾　

二
筋
結
ひ



68

　
　
　
　
　

以
上

㉑
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
四
年
七
月
十
五
日
条

一　

明
十
六
日
権
現
山
下
新
御
数
寄
屋
於
ゐ
て

　
　

御
茶
事
有
之
筈
ニ
付
奥
坊
主
組
頭

　
　

初
江
如
例
申
談
候

　
　
　

但

　
　
　

召
上
り
物
持
運
ひ
之
儀
ハ
同
心
ニ
為
取
扱
候

　
　
　

事
ニ
付
其
段
を
も
申
談
さ
せ
候

一　

右
ニ
付
左
之
輩
御
庭
通
用
断
有
之
夫
〻

　
　

申
談
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
橋
七
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
臺
所
人
組
頭
弐
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
臺
人　

三
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
賄
人　

弐
人

　
　
　

已
上

㉒
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
四
年
七
月
十
八
日
条

一　

左
之
通
御
庭
預
同
心
与
頭
江
申
談
候

　
　

召
合
御
門
内
御
庭
境
御
高
塀
今
度

　
　

出
来
之
御
窓
三
ヶ
所
右
御
窓
下

　
　

御
通
行
之
節
并
御
稽
古
場
江
被
為

　
　

成
候
節
共
外
ゟ
御
窓
蓋
懸
候
筈
候
間
両
役

　
　

於
ゐ
て
心
得
罷
在
節
〻
不
洩
様
可
取
計
候

　
　
　

但
本
文
懸
戸
拵
方
申
談
候
付
出
来
之
上

　
　
　

常
〻
者
御
稽
古
場
ニ
差
置
可
申
候

　
　
　
　

七
月

㉓
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
四
年
七
月
晦
日
条

一　

左
之
通
御
用
人
江
申
達
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
人
御
中
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
人

　
　

右
者
近
年
御
庭
向
御
物
好
等
ニ
而
御
庭
御
掃
除

　
　

之
者
甚
事
多
相
勤
候
処
此
節
別
而
御
用
多
ニ
而

　
　

日
〻
之
難
御
間
合
候
間
當
分
之
内
頭
書
之
通

　
　

受
取
日
〻
三
人
ツ
ヽ
罷
出
為
相
勤
候
様
致
度

　
　

申
達
候

　
　
　

七
月　
　
　
　
　
　
　

御
小
納
戸
頭
取

〈
頭
注
〉

「
本
文
達
之
通

　

八
月
七
日
ゟ
請
取

　

候
事　
　
　
　
　

」

㉔
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
四
年
八
月
六
日
条

一　

左
之
趣
日
雇
頭
黒
鍬
頭
江
役
懸
り
ゟ

　

為
申
渡
候
付
同
心
組
頭
江
裁
許
之
儀

　

申
談
候

　
　

夕
御
庭

（ 

御 

台 

所 

頭 

）
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御
廻
之
節
日
雇
之
者
引
拂
候
時
刻

　
　
尓
付
権
現
山
裏
并
赤
松
山
御
越

　
　

之
節
者

　
　

御
見
下
し
ニ
相
成
右
之
者
共
通
行

　
　

御
目
障
ニ
相
成
候
而
ハ
不
可
然
候
已
来

　
　

薬
醫
御
門
辺
江
同
心
罷
出
及
裁
許

　
　

候
得
共
日
雇
共
江
之
常
〻
心
得
申
聞

　
　

置

　
　

御
目
障
ニ
不
相
成
様
可
致
候
尤
新
規

　
　

罷
出
候
者
等
江
者 

執 

更
入
念
導
置

　
　

可
申
候

　
　
　

巳
八
月

（
猶
カ
）
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Remodel of Nagoya Castle Ninomaru Garden during the early nineteenth century, based 

on“Okonando-nikki”
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